
■ 

投
票
方
法

〈
小
選
挙
区
選
挙
〉
候
補
者
名
を
記
入
〈
比

例
代
表
選
挙
〉
政
党
な
ど
の
名
称
を
記
入

〈
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
〉
辞
め
さ

せ
た
い
と
思
う
裁
判
官
に
×
を
記
入
。

■ 

代
理
投
票
と
点
字
投
票

◦
体
が
不
自
由
な
人

　
体
が
不
自
由
で
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
な

い
人
は
、
投
票
所
の
係
員
が
代
わ
っ
て
記
載

し
投
票
し
ま
す
。

◦
目
の
不
自
由
な
人

　
目
の
不
自
由
な
人
は
点
字
で
投
票
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
投
票
所
係
員
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

■ 

投
票
所
入
場
券

　
投
票
所
入
場
券
は
圧
着
ハ
ガ
キ
で
世
帯
ご

と
に
郵
送
。
１
通
に
４
人
分
の
入
場
券
が
表

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ミ
シ
ン
目
に
沿
っ
て
切

り
離
し
投
票
所
へ
。
入
場
券
を
紛
失
し
た
場

合
は
、
投
票
所
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

■ 

選
挙
の
日
程
な
ど

日
程
＝
〈
公
示
日
〉
12
月
２
日
㈫
〈
投
票
日
〉

12
月
14
日
㈰

投
票
時
間
＝
午
前
７
時
～
午
後
７
時
（
三
夜

沢
赤
城
神
社
氏
子
会
館
、
西
大
河
原
集
落
セ

ン
タ
ー
、
大
洞
区
公
民
館
は
午
後
６
時
ま
で
）

投
票
所
＝
市
内
１
０
１
カ
所
（
入
場
券
に
投

票
所
を
記
載
）

■ 

投
票
で
き
る
人

　
平
成
６
年
12
月
15
日
以
前
に
生
ま
れ
、
本

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
９
月
１
日
以
前
か
ら

引
き
続
き
記
録
さ
れ
て
い
る
人
が
対
象
で
す
。

11
月
21
日
以
降
に
転
居
の
届
け
出
を
し
た
人

は
、転
居
前
の
投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

■ 

不
在
者
投
票
は
早
め
に
手
続
を

　
病
院
や
施
設
に
入
院
・
入
所
中
の
人
や
市

外
に
滞
在
し
て
い
る
人
な
ど
は
、
不
在
者
投

票
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
投
票
所
へ
行
く
こ
と
が
困
難
な
重

度
の
障
害
の
あ
る
人
な
ど
は
「
郵
便
等
に
よ

る
不
在
者
投
票
制
度
」
が
利
用
で
き
ま
す
。

事
前
に
手
続
き
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
早
め
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■ 
開
票
に
つ
い
て

　
開
票
は
、
午
後
８
時
20
分
か
ら
市
立
前
橋

高
で
行
い
ま
す
。投
票
状
況
と
開
票
結
果
は
、

市
役
所
西
玄
関
に
掲
示
。
ま
た
、
県
や
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
速
報
を
掲
載
し
ま
す
。

期日前投票所
施設名 期日 時間

市役所１階
市民ロビー

12月３日㈬～
13日㈯

午前８時30分～
午後８時

城南・大胡・宮城・粕
川・富士見支所

12月８日㈪～
13日㈯

午前９時～
午後８時

上川淵・下川淵・
芳賀・桂萱・東・

元総社・総社・南橘・清
里・永明市民サービス

センター（公民館）

問
い
合
わ
せ
は
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局　
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６
７
４
２

　
12
月
14
日
㈰
は
衆
議
院
議
員
総
選
挙
と
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
投
票
日
で
す
。
あ

な
た
の
大
切
な
一
票
を
無
駄
に
せ
ず
、
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

衆
議
院
議
員
総
選
挙

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

12
14

　右表のとおり市内16カ所に期日前投票所を開設。投
票日に仕事や旅行などで投票に行くことができない場合
は、事前に投票することができます。どの会場でも投票
できますので、ご利用ください。
　なお、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査
で期日前投票を行える期間が異なります。全ての投票を
一度に済ませたい場合は、12月７日㈰以降に投票して
ください。

　候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した選挙公
報を、上毛・朝日・毎日・読売・産経・東京・日本
経済新聞の朝刊に折り込む予定です。これらの新聞
を購読しておらず郵送を希望する場合は、選挙管理
委員会事務局へ連絡してください。
　また、市役所や各支所・市民サービスセンターな
どの市有施設、JR各駅、上毛電鉄中央前橋駅、各
郵便局でも配布します。

期日前投票

選挙公報

投票日

　大雪被災住宅復旧支援金の申請期限は12月26日㈮で
す。期限までに工事が完了できず、申請が間に合わな
い人は、次の手続きで申請してください。
申請書の配布＝市役所建築住宅課で。本市ホームペー
ジからダウンロードもできます
申し込み＝12月26日㈮までに申請書、罹

り

災証明書の
写し、工事見積書の写しを用意し、同課へ直接。工事

完了後、３月31日㈫までに実績報告書、工事費用の領
収書の写し、請求書、工事完了が確認できる写真、通
帳の写し（支店名・口座番号・口座名義人が分かるも
の）、交付決定通知書の写しを用意し、同課へ直接
�罹災証明や事業向けの補助金
　事業用資産・農業用ハウスなどの罹災証明、事業用
災害復旧支援補助金の受け付けは12月26日までです。

　誰もが安全に通ることのできる道づくりに皆さん
のご協力をお願いします。安心して道路を利用でき
るよう、次の点を守りましょう。
　①商品や看板、自動販売機、エアコンの室外機な
どを置かない②自転車やバイク、自動車を放置しな
い③道路にはみ出した樹木などはせん定する④宅地

へ出入りするための鉄板やブロックを置かない⑤道
路や水路に土砂がはみ出さないようにする。
�道路で工事を行うときは
　工事などで足場を設置したり、出入りのための歩
道や縁石の切り下げをしたりするときは、道路管理者
の許可や承認が必要。工事の前に届け出てください。

問い合わせは　道路管理課　☎027-898-6809

問い合わせは　被災住宅復旧支援金については　建築住宅課　☎027-898-6834
　　　　　　　事業用資産の罹災証明・事業用災害復旧支援補助金については　産業政策課　☎027-898-6983
　　　　　　　農業用ハウスなどについては　農林課　☎027-898-6702

　NHK大河ドラマ「花燃ゆ」をきっかけに、本市を訪
れる人をおもてなしするための料理を募集します。優
秀作品は服部栄養専門学校校長の服部幸應さんが監修
して商品化。詳しくは本市ホームページをご覧ください。
応募条件＝以下の全てを満たす前橋産食材や特産品を
生かした一品料理（肉、野菜、その他の３部門）。①弁
当のおかずや飲食店の一品料理として活用できる②原
材料費は１食当たり100円程度③他のコンテストなどで
発表していない
審査＝書類審査で20品を選考。２月22日㈰に群馬調理
師専門学校（小屋原町）で行われる２次審査で調理と
プレゼンテーションを実施
応募用紙の配布＝市役所農林課で。本市ホームページ
からダウンロードもできます
申し込み＝12月15日㈪～１月23日㈮に郵送か直接。応
募用紙に記入し、料理の写真などを添えて市役所農林
課へ。または  nousei@city.maebashi.gunma.jpで

おもてなし料理のコンテスト
問い合わせは　農林課　☎027-898-5841

　前橋公園を発着点に前橋・渋川シティマラソンを開
催。併せて、完走を目指すランニングスクールも実施
します。詳しくはホームページ（http://maeshibu.
jp/）をご覧ください。
日時＝４月19日㈰午前８時スタート
対象＝小学生以上
種別＝①マラソン②10km③５km④３km⑤ファミリ
ージョギング（３km、車椅子1.5km）
費用＝①は6,000円②⑤は3,500円③は2,500円（中学
生1,500円）④は1,000円
申込書の配布＝市役所、各支所・市民サービスセンタ
ー・公民館、市有体育施設などで
申し込み＝12月10日㈬～１月30日㈮に専用ダイヤル

（☎0570-550-846）へ。または、RUNNETホームペ
ージ（http://runnet.jp/）で（各種目定員になり次第
締め切り）

問い合わせは　スポーツ課　☎027-898-5834

家族や仲間と一緒に走ろう

道路の利用はルールを守って

大雪災害の支援などお早めに

12広報まえばし　平成26年12月1日号13 市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111


